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８議案第２９号

　（総則）

第１条　令和８年度茅野市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

　（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

　(1)　排水件数          ２３，１００ 件

　(2)　年間総排水量  　 ６，９７９，０００ ㎥　

　(3)　一日平均排水量          １９，１２１ ㎥

　(4)　主要な建設改良事業 　　　 ７８７，１６２ 千円

　　公共下水道建設費

　　　公共下水道管渠建設工事

　　流域下水道事業費

　　　流域下水道建設費負担金（処理場等）

　（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　　　　　　　　　　　　　　　収　　　　　入

  第１款　下水道事業収益　　　　 ２，２４２，６９７ 千円

　　第１項　営業収益　　　　　　 １，４５２，７７３ 千円

　　第２項　営業外収益　　　　　　 　　７８９，９２４ 千円

　　　　　　　　　　　　　　　支　　　　　出

　第１款　下水道事業費用   　   ２，２４０，５２８ 千円

　　第１項　営業費用   　　　   ２，１０７，８０３ 千円

　　第２項　営業外費用     　　　    １３２，７２５ 千円

　（資本的収入及び支出）

　　　　　　　　　　　　　　　収　　　　　入

　第１款  資本的収入      　　　  ６９２，７２１ 千円

　　第１項　企業債 ４７３，７００ 千円

　　第２項　補助金　　  　　　　　 １２２，５００ 千円

　　第３項　負担金  　　　        　 ９６，５２１ 千円

　　　　　　　　　　　　　　　支　　　　　出

　第１款　資本的支出     　　　   １，７４８，７９４ 千円

　　第１項　建設改良費 　　　      　　 ７８７，１６２ 千円

　　第２項　企業債償還金    　　　   ９６１，６３２ 千円

令和８年度茅野市下水道事業会計予算

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出
  額に対し不足する額１，０５６，０７３千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額
  ５１，２５５千円、損益勘定留保資金１，００４，８１８千円で補てんするものとする｡)。
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　（債務負担行為）

第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

　（企業債）

第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

　（一時借入金）

第７条　一時借入金の限度額は、１,０００,０００千円と定める。

　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　(1)　営業費用と営業外費用

　(2)  建設改良費と企業債償還金

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

　(1)　職員給与費           　 ７６，０９７ 千円

　（他会計からの補助金）

                                   茅 野 市 長    今 井 　 敦

令和９年度～
令和12年度

令和９年度～
令和10年度

令和９年度～
令和10年度

期　　　　間 限　度　額

　市が指定する金融機関が水洗便所等改造資
金として、排水設備設置義務者等に一世帯
７００千円を限度とし融資をした金額につい
て、金融機関に損失が生じた金額とする。

           令和８年２月２４日  提出

事　　　　項

茅野市水洗便所等改造資金融
資あっせん制度による金融機
関に対して行う損失補償

官民連携事業発注支援業務

第10条　下水道事業費用に充当するため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、
　４６６，０５２千円である。

起債の方法 利　　率起債の目的

下水道事業
４７３，７００

償還の方法

千円

２４，０００千円

白樺湖南マンホールポンプ築
造事業

１７９，０００千円

第９条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又は
　それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

　政府資金を借入れる場合
は、その融通条件による。銀
行その他の場合は、その債権
者と協定するものとする。た
だし、財政の都合により据置
期間及び償還期限を短縮し、
若しくは繰上償還し、又は借
換えすることができる。

証書借入
又は

証券発行

４．０％以内
（ただし、利率見直し
方式で借入れる政府資
金及び地方公共団体金
融機構資金について、
利率の見直しを行った
後においては、当該見
直し後の利率）

限　度　額
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茅 野 市 下 水 道 事 業 会 計

予 算 に 関 す る 説 明 書
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(単位：千円)

１　業務活動によるキャッシュ・フロー

（１）当年度純利益 12,371

（２）減価償却費 1,165,522

（３）資産減耗費 10,000

（４）長期前受金戻入額 △ 321,098

（５）受取利息及び受取配当金 △ 2,773

（６）支払利息 62,725

（７）未収金の増減額（△は増加） △ 15,127

（８）引当金の増減額（△は減少） 589

（９）未払金の増減額（△は減少） 14,048

      小計 926,257

（10）利息及び配当金の受取額 2,773

（11）利息の支払額 △ 62,725

　業務活動によるキャッシュ・フロー 866,305

２　投資活動によるキャッシュ・フロー

（１）有形固定資産の取得による支出 △ 593,359

（２）無形固定資産の取得による支出 △ 124,635

（３）受益者負担金等による収入 96,521

（４）国庫補助金による収入 122,500

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 498,973

３　財務活動によるキャッシュ・フロー

（１）建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 473,700

（２）建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 961,632

　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 487,932

　　資金増減額 △ 120,600

　　資金期首残高 591,769

　　資金期末残高 471,169

（令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで）

令和８年度茅野市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

＜間接法＞
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１　営業収益 円 円 円

 (1) 下水道使用料 1,227,720,000

 (2) 他会計負担金 85,620,000

 (3) 受託事業収益 6,194,000

 (4) その他営業収益 211,000 1,319,745,000

２　営業費用        

 (1) 管渠費 138,953,000

 (2)
流域下水道維持管理費
負担金

549,683,000

 (3) 普及指導費 15,624,000

 (4) 業務費 13,206,000

 (5) 総係費 40,492,000

 (6) 減価償却費 1,170,439,000

 (7) 資産減耗費 10,000,000 1,938,397,000

　　営業損失 618,652,000

３　営業外収益      

 (1) 受取利息及び配当金 2,358,000

 (2) 他会計補助金 484,380,000

 (3) 長期前受金戻入 320,713,000

 (4) 雑収益 1,000 807,452,000

４　営業外費用      

 (1)
支払利息及び企業債
取扱諸費

51,108,000

 (2) 雑支出 10,000,000 61,108,000 746,344,000

　　経常利益 127,692,000

　　当年度純利益 127,692,000

　　その他未処分利益剰余金変動額 0

127,692,000

令和７年度茅野市下水道事業予定損益計算書

（令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで）

　　当年度未処分利益剰余金
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重要な会計方針に係る事項

　１　固定資産の減価償却の方法

　　(1)　有形固定資産（リース資産を除く）

　　・減価償却の方法

　　　建物　　　　　　　　定額法による。

　　　構築物　　　　　　　定額法による。

　　　機械及び装置　　　　定額法による。

　　　車両及び運搬具　　　定額法による。

　　　工具器具及び備品　　定額法による。

　　・主な耐用年数

　　　建物　　　　　　　　50年

　　　構築物　　　　　　　50年

　　　機械及び装置　　　　10～20年

　　　車両及び運搬具　　　４～５年

　　　工具器具及び備品　　３～15年

　　(2)　無形固定資産

　　・減価償却の方法

　　　定額法による。

　２　引当金の計上方法

　　(1)　退職給付引当金

　　　職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額における、下水道事業

　　会計が負担すべき金額を計上している。

　　　計上額の算定に当たっては、職員の勤続年数により一般会計等と負担額を按分している。

　　(2)　賞与引当金

　　　職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の

　　負担に属する額（12月から３月までの４か月分）を計上している。

　　(3)　貸倒引当金

　　　債権の不納欠損による損失に備えるため、回収不能見込額を計上している。

　３　消費税等の会計処理

　　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。
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　１　総　括
（単位：千円）

会計年度
任用職員
（人）

報 酬 給 料 手 当 計

扶 養 手 当 期 末 手 当 勤 勉 手 当
寒 冷 地
手 当

通 勤 手 当

960 7,813 5,918 502 198

1,134 7,702 5,832 592 298

△ 174 111 86 △ 90 △ 100

特 殊 勤 務
手 当

住 居 手 当
超 過 勤 務
手 当

退 職
給 付 費

26 300 1,597 11,000

4 0 2,675 10,000

22 300 △ 1,078 1,000

153△ 293 77

（単位：千円）

手
 
当
 
の
 
内
 
訳

区 　分

本 年 度

前 年 度

比 　較

区　 分

本 年 度

前 年 度

比 　較

74,373

比
　
較

0 0 1,007

63,454 10,91931,523 28,237

944791

前
年
度

8 2 3,694

31,230 28,314
本
年
度

8 2 4,701

給　与　費　明　細　書

区
分

職　員　数 給　　　　　　　与　　　　　　　費

法 定
福 利 費

合 計
一般職
（人）

75,31764,245 11,072
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　２　給料及び職員手当の増減額の明細

区　分 増減額

職員数等の異動状況

対象となる職員数

人 0 人

人

6 人 0 人

6 人

扶養手当 6

期末手当 332

勤勉手当 450

扶養手当 △ 180 支給対象被扶養者の減

期末手当 △ 221

勤勉手当 △ 364

寒冷地手当 △ 90

通勤手当 △ 100

特殊勤務手当 22 支給対象業務の増

住居手当 300 支給対象者の増

超過勤務手当 △ 1,078 支給対象業務の減

退職給付費 1,000 退職給付引当金の増

支給対象者の減

基礎額の減

基礎額の減

世帯区分の変動による減

制度改正
に 伴 う
増 減 分

788

支給額の増

支給月数の増

支給月数の増

（単位：千円）

備            考

△ 293

増減

増減

期間中の採用･退職･異動等の状況

8

8

本年度

前年度

採用･異動

増減事由別内訳 説            明

1,151 給料改定率　　　　 3.65％

平均昇給率　　　　 1.28％

退職･異動

給与改定による
給与改定
に 伴 う
増 減 分

△ 1,849

定期昇給等による

その他の
増減分

職員の異動等（新陳代
謝等）による

昇給に伴
う増減分 １月　　　　　　　　  8人

手　当

その他の
増減分

△ 711

給　料

405

77
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　３　給料及び職員手当の状況

　　(1)　職員１人当たり給与

　　(2)　初任給

高校卒

短大卒

大学卒

200,300

216,500

232,000

216,500

232,000

一 般 会 計 の 制 度

一 般 行 政 職 （ 円 ）

200,300

区 分

企　業　職

企　業　職（　円　）

令和８年４月１日現在

令和７年４月１日現在

平均本給月額（円）

平均給与月額（円）

平 均 年 齢

平均本給月額（円）

平均給与月額（円）

区                  分

平 均 年 齢 43歳

325,313

362,635

34歳

328,365

377,354
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　　(3)　級別職員数

１ 級

２ 級

３ 級

４ 級

５ 級

６ 級

７ 級

その他

計

１ 級

２ 級

３ 級

４ 級

５ 級

６ 級

７ 級

その他

計

（級別の基準となる職務）

区　分 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級 ６　級 ７　級

企 業 職 主　　任 主　　査

1 12.5

8 100.0

1 12.5

25.0

企 業 職

職員数(人) 構成比(％)

1 12.5

5 62.5

2 25.0

区　　　　分 級

令和８年４月１日現在

令和７年４月１日現在

主 　 事

技　　師

課長補佐

（主幹）

課　　長

（副参事）

部　　長

（参事）

4 50.0

2

8 100.0

係　　長

（副主幹）
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　　(4)　昇給

ａ （人）

ｂ （人）

１号給 （人）

２号給 （人）

３号給 （人）

４号給 （人）

５号給 （人）

６号給 （人）

７号給 （人）

８号給 （人）

比 率 ｂ／ａ （％）

ａ （人）

ｂ （人）

１号給 （人）

２号給 （人）

３号給 （人）

４号給 （人）

５号給 （人）

６号給 （人）

７号給 （人）

８号給 （人）

比 率 ｂ／ａ （％） 87.5

1

6

昇給に係る職員数前

年

度

号 給 数 別 内 訳

昇給に係る職員数

号 給 数 別 内 訳

職 員 数

100.0

本

年

度

区　　 　　　　　分

職 員 数

7

8

8

企 業 職

8

7

1
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　　(5)　期末手当・勤勉手当

本年度

前年度

一般会計
の 制 度

　　(6)　定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

20年勤続の者 最高限度

（月分） （月分）

　　(7)　特殊勤務手当

　　(8)　その他の手当

24.586875

支給率等

47.709

調整額加算措置（調整額×60月）

応募認定退職特例処置
(定年前1年当たり3%(最大45%))

調整額加算措置（調整額×60月）

24.586875

一般会計
の 制 度

(支給率等)

（月分）

2.300

2.325

区　　　分

応募認定退職特例処置
(定年前1年当たり3%(最大45%))

その他の加算措置等

35年勤続の者

47.709

2.325

企　業　職

47.709

25年勤続の者

（月分）

33.27075

33.27075 47.709

支給対象職員の比率(％)

（令和８年４月１日現在）

代表的な特殊勤務
手 当 の 名 称

区 分

12月(月分)

4.60

支給期別支給率
支給率計
(月分)

4.652.3252.325

2.300

区 分

備考

備考

0.08

12.5

扶 養 手 当

住 居 手 当

同

一般会計の制度との異同

滞納処分手当

区　　　分

同

差 異 の 内 容

同

通 勤 手 当

給料総額に対する
比 率 ( ％ )

職制上の段階､職務の
級等による加算措置

有

有

有

６月(月分)

4.65
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茅 野 市 下 水 道 事 業 会 計

予 算 実 施 計 画 内 訳 書
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